
名張市コミュニティバス「ナッキー号」運行協賛事業者等募集基準 

 （目的） 

第１条 この基準は、名張市コミュニティバス運行条例（平成１７年条例第１

号）第２条に規定する市街地循環型コミュニティバス「ナッキー号」（以下

「ナッキー号」という。）の運行の趣旨に賛同し、支援しようとする市内の

事業者等の募集に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （協賛事業者等の募集） 

第２条 市は、ナッキー号の運行の趣旨に賛同し、協賛金により運行を支援す

る事業者等を募集する。 

 （協賛事業者等の名称等の掲示） 

第３条 協賛する事業者等の地域貢献を周知するため、協賛期間中、当該事業

者等の名称、社章、ロゴマーク等（以下「名称等」という。）をナッキー号

の車体に掲示するものとする。 

 （協賛金の額及び募集口数） 

第４条 協賛金の募集口数は、次の各号に掲げる１口当たりの協賛金の金額の

区分ごとに当該各号に定める口数とする。 

（１）月額１０，０００円 ３口 

（２）月額８，０００円 ５口 

（３）月額５，０００円 １０口 

 （一事業者等の協賛口数） 

第５条 一事業者等が協賛できる口数は、１口とする。ただし、市長が認めた

場合は、この限りでない。 

 （協賛期間） 

第６条 協賛期間は１年度とし、年度途中から協賛した場合は、その年度末ま

でとする。ただし、再協賛を妨げない。 

 （協賛金の納入） 

第７条 協賛金の納入は、協賛期間前に協賛期間の総額を一括納入するものと

する。 

 （名称等の規格と作成） 

第８条 掲示する名称等は、縦１５センチメートル、横４５センチメートルと

する。また、材質は、マグネットシート又はカッティングシートとし、事業

者等が作成する。 

 （名称等の掲示） 

第９条 ナッキー号の車体への名称等の掲示は、次の各号に掲げる協賛金の金

額ごとに当該各号に定める部分に行うものとする。 



（１）月額１０，０００円 乗降口側面の市が指定する部分 

（２）月額８，０００円 後部面の市が指定する部分 

（３）月額５，０００円 運転席側面の市が指定する部分 

 （協賛の申込み） 

第１０条 「ナッキー号」の運行に協賛しようとする者は、名張市コミュニテ

ィバス協賛事業者等申込書（様式第１号）により申込みを行うものとする。 

 （応募事業者等の審査） 

第１１条 応募事業者等の審査は、名張市有料広告事業実施要綱（平成１８年

告示第２２４号）第９条に規定する名張市広告審査委員会においてこれを行

う。 

 （協賛の決定） 

第１２条 市は、協賛を受けることの可否について決定した場合は、速やかに

名張市コミュニティバス協賛事業者等決定通知書（様式第２号）により通知

するものとする。 

 （その他） 

第１３条 この基準に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に協賛する

ことができる事業者等の要件、募集方法その他必要な事項は、名張市有料広

告事業実施要綱に基づく有料広告事業の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

 この基準は、平成１９年４月１０日から施行する。 

附 則 

 この基準は、平成２７年２月２５日から施行する。 

附 則 

 この基準は、令和４年３月２９日から施行する。 

 


